
行
財
政
改
革
を
推
進
し
希
望
の
持
て
る
ま
ち

（１）開かれた市政の推進

（２）健全な行財政運営の推進

（３）広域行政の推進

（４）情報通信技術の活用

① 市民参画の推進
② 広報機能の充実
③ 広聴機能の充実
④ 情報公開などの充実

① 行政の効率性と財政の健全化の確保
② 歳入の確保
③ 活力ある組織づくりと適正な人事管理

① 他市町との連携の強化
② 国や府との協力関係の強化と役割分担

① 情報システムの機能強化
② 行政情報の活用の高度化
③ 情報セキュリティ対策の高度化

【４つの施策】 【１２項目】

新プラン案の第８回委員会からの変更点 

※変更箇所は新プラン案において網掛け表示 

（１）新プラン案の名称 

  総合計画期間（平成２３年度～平成３４年度）における行財政改革は、本

市の行財政改革の第３期に当たることから、「第２期池田市行財政改革推進プ

ラン」から「池田市行財政改革推進プランⅡ」に変更する。 

  また、現行プランの「池田市行財政改革推進プラン」の略称を「第１期プ

ラン」から「プランⅠ」に変更する。 

（２）現行プランに基づく主な取組内容（３～５頁） 

  平成２６年度の主な取組内容を追加する。 

（３）改革の推進事項（１０・１１頁） 

行政サービスの水準を確保した上で行財政改革を推進していくため、１０頁

の上部に記載の文章に「なお、いずれの取組についても、市民サービスの質の

確保を第一義とし、限られた人員と財源とを効率的に活用することを念頭に推

進するものである。」という文章を追加する。 

また、「４つの施策と１２項目の体系図」をより明確となるよう修正すると

ともに、掲載場所を１０頁に変更する。 

〔参考〕４つの施策と１２項目の体系図 

※なお、１２項目の番号は第６次総合計画の体系上、１から１２までの通し番

号ではなく、施策ごとの番号としている。



【構成】
学識経験者、公募市民など

【所掌事項】
市長の諮問に応じて行財政改革
に関する重要事項を調査審議し、
その結果を市長に報告

行財政改革推進本部

【構成】
本部長 ：市長
副本部長：行財政改革担当副市長
構成員 ：特別職及び部長

【所掌事項】
行財政改革推進プランの推進

行財政改革推進委員会

進捗状況に関する
説明、意見依頼

意見書の提出

市 民各年度の進捗状況
報告書の公表
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各部

【構成】
各部に１人以上の構成員を配置

【所掌事項】
部内の行財政改革の推進、進捗状況

の管理

経営管理プロジェクト

各部 各部 各部

（４）改革の進行管理（１２頁） 

  １２頁下部に行財政改革推進本部と行財政改革推進委員会との関係性等、

行財政改革の進行管理体制を示した図を追加する。 

〔参考〕行財政改革の進行管理体制 

（５）実施プログラム（１５～２６頁） 

  ① 「「声の広報」の作成・充実」の取組において、「デイジー版に変更」

から平成３０年度までの４年間について「デイジー版の活用」に変更す

る。（１７頁） 

  ② 「地域分権制度の市民意識調査の実施」の実施年度を「２７年度」か

ら「２８年度」に変更する。（１８頁） 

  ③ 「３ 広域行政の推進」に係る取組として「３市２町（豊中市、池田

市、箕面市、豊能町、能勢町）による図書館の広域利用の実施」を追加

する。（２３頁） 

（６）池田市行財政改革推進委員会による審議（２７頁） 

  １１月４日開催の第８回委員会における諮問書の内容を掲載する。 

※ その他文言や表現等を統一、修正した箇所がある。 


